
令和７年４月１日採用 

宮津市職員採用試験募集要項                

【 前 期 試 験 】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府宮津市 

 
●募 集 職 種  一 般 事 務 職 （行 政） 

             土 木 技 術 職 
             電 気 技 術 職 
             建 築 技 術 職 
             保 健 師 
             司 書 （図 書 館 司 書） 
 
●第１次試験  令和６年６月３０日(日) 

 
●受 付 期 間  令和６年５月８日(水)～６月１０日(月) 

 

○令和６年度実施試験の特徴 

 インターネット申込（パブリックコネクトサイト（※後述））のみの受付となります。 

 基礎試験（一般教養試験またはＳＰＩ試験のいずれかを選択）と作文の２種類で受験できます。 

 各専門職において、専門試験は実施しません。（成績証明書等において履修課程を確認します） 

 どの職種も 45歳※まで受験が可能です！（※受験資格参照） 
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１ 試験区分、受験資格及び採用予定者数 

 （１） 試験区分、受験資格 

試験区分 受     験     資     格 

一般事務職 

（行政） 

 昭和 54 年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学、短期大学、高等

専門学校、高等学校（各同程度と認めるものを含む。）を卒業した方又は令和７年３

月末日までに卒業見込みの方※１ 

※ただし、令和７年３月末日までに高等学校卒業見込みの方は除きます。 

土木技術職 

次のいずれかに該当する方 

① 昭和 54 年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学、短期大学、高

等専門学校、高等学校（各同程度と認めるものを含む。）において専門（土木）課

程を修得し卒業した方又は令和７年３月末日までに卒業見込みの方※１ 

※ただし、令和７年３月末日までに高等学校卒業見込みの方は除きます。 

② 昭和 54 年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校以上の学校

（各同程度と認めるものを含む。）を卒業した方で、民間企業等で土木関係の設計

業務、施工管理等の業務の職務経験がある方※３ 

電気技術職 

次のいずれかに該当する方 

① 昭和 54 年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学、短期大学、高

等専門学校、高等学校（各同程度と認めるものを含む。）において専門（電気）課

程を修得し卒業した方又は令和７年３月末日までに卒業見込みの方※１ 

※ただし、令和７年３月末日までに高等学校卒業見込みの方は除きます。 

② 昭和 54 年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校以上の学校

（各同程度と認めるものを含む。）を卒業した方で、民間企業等で電気関係業務の

職務経験がある方※３ 

建築技術職 

次のいずれかに該当する方 

① 昭和 54 年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学、短期大学、高

等専門学校、高等学校（各同程度と認めるものを含む。）において専門（建築）課

程を修得し卒業した方又は令和７年３月末日までに卒業見込みの方※１ 

※ただし、令和７年３月末日までに高等学校卒業見込みの方は除きます。 

② 昭和 54 年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による高等学校以上の学校

（各同程度と認めるものを含む。）を卒業した方で、民間企業等で建築関係業務の

職務経験がある方※３ 

保健師 
昭和 54 年４月２日以降に生まれた方で、保健師免許を有する方（令和７年３月末

日までに同免許の取得見込みの方※２を含む。） 

司書 

（図書館司書） 

昭和 54 年４月２日以降に生まれた方で、司書資格を有する方（令和７年３月末日

までに同資格の取得見込みの方※２を含む。） 

■ 地方公務員法第１６条の各号のいずれかに該当する方は受験できません。 
 

※１ 卒業見込みで受験した方が、令和７年３月末日までに卒業できなかった場合は、採用される資格を失

います。 

※２ 資格又は免許を取得見込みで受験した方が、令和７年３月末日までに同資格又は同免許を取得できな

かった場合は、採用される資格を失います。 

※３ 民間企業等での職務経験期間には、民間企業、各種法人、団体、官公庁、自営業等において常勤（１

週間の勤務時間数が 29時間以上）で就業していた期間が該当します。 
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（２）採用予定者数  

試験区分 採用予定者数 

一般事務職（行政） 若干名 

土木技術職 若干名 

電気技術職 １名 

建築技術職 １名 

保 健 師 若干名 

司書（図書館司書） １名 

 

２ 試験の日時及び場所 

区 分 試験日時等 試験会場等 

第１次試験 

令和６年６月３０日(日) 

午前９時００分開始【時間厳守】 

（午前８時５０分集合） 

宮津市福祉・教育総合プラザ 

（宮津シーサイドマートミップル内） 

第２次試験 

令和６年７月２５日（木） 

      ～ ７月２６日（金） 

※時間は第１次試験合格者に別途通知します 

※Web面接のため、ご自宅等、面接受験に適した

環境下で受験してください 

第３次試験 
令和６年８月１０日（土） 

※時間は第２次試験合格者に別途通知します 
宮津市役所 

※ 受験人数の状況により、会場等を変更する可能性があります。 

※ 第２次試験以降の試験日時等は予定です。変更になる場合、及び詳細な試験日時等については、各試験合

格者に対し、パブリックコネクトサイトよりメールで通知します。 

 

３ 試験方法及び内容 

（１） 第１次試験 

   ○試験科目・試験方法・内容 

基礎試験 

（いずれかの試験

を選択） 

【一般教養試験】 

マークシート方式・出題数４０題・試験時間２時間 

（出題分野等） 

時事、社会・人文に関する一般知識を問う問題（13題） 

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題（27題） 

【ＳＰＩ試験】 

マークシート方式・試験時間１時間５０分 

言語能力及び数的情報、論理的思考力を必要とする非言語能力の測定等 

作  文 
与えられたテーマに沿ってあなたの考えを記載していただきます。 

試験時間３０分 

提出書類 自己アピールシート※後述（様式指定）に記入の上、第１次試験当日に１部持参 

 

（２） 第２次試験 

   Ｗｅｂ面接（Ｚｏｏｍ使用） 

 

（３） 第３次試験   

   個別面接（最終面接） 
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４ 合格発表 

区     分 発  表  の  時  期  及  び  方  法 

第１次試験合格発表 ７月１２日（金） いずれの試験においても以下の方法によりお知らせ

します。 

 ①宮津市役所の掲示板に掲示 

 ②宮津市ホームページで掲載 

 ③パブリックコネクトサイトよりメールで通知 

 ※③については各試験合格者のみ 

第２次試験合格発表 ８月 ２日（金） 

最 終 合 格 発 表 ８月２１日（水） 

 ※ 電話による合否の問い合わせには応じません。 

 

５ 合格者の登録及び採用 

 この試験の合格者は、宮津市職員採用候補者名簿に登載し、必要に応じ採用します。 

 なお、この名簿の有効期間は、令和８年３月３１日までです。 

 

６ 採用予定年月日 

 令和７年４月１日 

※ 既に基準学歴の学校を卒業している方又は資格職で既に資格を有する方のうち、早期採用が可能な場合

は、調整の上、令和６年度中の採用となる場合があります。 

 

７ 受験申込みの方法 

申込方法 

 
１．次頁に記載の受付期間内に、下記の専用サイト（パブリックコネクト）へアクセスし、

会員登録を行ってください。 

  パブリックコネクト登録用 URL：https://public-connect.jp/employer/1388/job/list 

２．マイページへログイン後、プロフィール編集及びエントリー 

①マイページの「プロフィール編集」へ進み、基本情報、職歴・学歴・自己ＰＲ等を登録。 

※自己ＰＲと学校の学部名欄は任意になっていますが、受験資格の確認等に必要となるた

め、必ず入力してください。 

②プロフィール編集後、受験する職種区分のページへ進み、エントリー。 

③顔写真データ（直近６ヶ月以内に撮影した脱帽、上半身、正面向きで本人と確認できる

もの）をタテ表示となるようにアップロードしてください。（縦：横＝４：３） 

④以下の書類等をアップロードしてください。 

 【全ての職種】 

 ・最終学校の卒業証明書（卒業証書の写し可）又は卒業見込証明書 

 ・最終学年までの成績証明書 

    ※大学院修了者については、大学の卒業証明書及び成績証明書もアップロードしてく

ださい。 

    ※最終学年までの成績証明書について、学校における保管期間が過ぎたことにより発

行ができない場合は、成績証明書不発行証明書をアップロードしてください。 

 【保健師、司書（図書館司書）】 

 ・資格証又は免許状 

    ※取得見込みで受験される方は申込時には不要です。（後日提出必要） 

⑤試験当日に何らかの配慮を必要とする人は、必ず該当箇所にご入力ください。 

⑥申込みは１回のみで、１つの職種に限ります。重複申込の場合は、最初に入力した内容

が受験申込となります。申込送信以降、申込内容の変更はできませんので、内容に不備

がないか送信前に必ず確認してください。 

⑦申込送信後、「受験票」の印刷が可能となります。ご自身で印刷（白黒可）していただ

き、第１次試験の際に忘れずに持参してください。 

⑧「自己アピールシート」については、求人情報ページから印刷していただき、全て記入

のうえ、第１次試験の際に提出してください。（なお、申込受付後、メールでもご案内

します。） 
 

https://public-connect.jp/employer/1388/job/list
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注意事項 

①「@public-connect.jp」及び「@city.miyazu.kyoto.jp」のドメインから送信されるメー

ルを受信できるよう設定してください。 

②携帯電話のメールアドレスを登録した場合や誤入力、通信回線上の障害等により、宮津

市などからのメールが受信できず、申し込みできない場合があります。これらの場合で

受験できなかったときは、一切責任を負いませんのでご注意ください。 

③受付開始時間から受付終了時間までは、24 時間いつでも申込みができますが、システ

ムの保守・点検等を行う必要がある場合や、重大な障害その他やむを得ない理由が生じ

た場合は、事前の通知を行うことなく、本システムの運用の停止、休止、中断、または

制限を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。また、このために生じた

申込みの遅延等には一切の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

 
 ■ 宮津市ホームページの職員採用ページにパブリックコネクトサイトへのリンク URL を掲載していますの

で、そちらからもアクセスできます。 
（ホームページアドレス https://www.city.miyazu.kyoto.jp/site/saiyo/22039.html） 

 
８ 受験申込みの受付期間 

 令和６年５月８日(水)から令和６年６月 10 日(月)まで  

 ※ 身体等に障害があり、試験に際して配慮を要する場合は、必ずエントリーページ内の該当箇所に内容等

を記入してください。なお、内容によっては、試験の実施上、配慮できない場合もあります。 

   ・拡大鏡の使用、ルーペの持込み、人口内耳の装用、補聴器の使用、車椅子の使用は可能ですが、この場

合においても、エントリーページ内の該当箇所に記入してください。 

 

９ 給与等                                                   (令和６年４月１日現在) 

区    分 大  学  卒 短  大  卒 高  校  卒 

初任給 196,200円 179,100円 166,600円 

 ※ 社会人など職歴がある場合などは、一定の基準により加算されます。 

※ 宮津市一般職職員の給与に関する条例に基づき、その他諸手当を支給します。 

 

10 試験結果の開示 

   この試験結果については、口頭で開示を請求することができます。 

なお、受験者本人が、本人であることを証明する書類（受験票等）を持参の上、直接来庁してください。（電

話、はがき等による請求では開示できません。） 

区    分 開示請求できる方 開示内容 開示期間 開示場所等 

第１次試験 

不合格者 

総合順位及び

総合得点 
各合格発表の

日から２週間 

宮津市役所本館３階（総務部総務

課職員係） 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く、

午前８時 30 分から午後５時 15 分

まで） 

第２次試験 
総合順位 

第３次試験 

  

  

注意 

次の場合は、受付できません。 

・入力漏れ（自己ＰＲ、学部名、職歴等）がある。 

・必要事項の記載がない。 

・必要書類等がアップロードされていない。 

・受験資格に該当していない。 

・インターネット以外での申込み。 

https://www.city.miyazu.kyoto.jp/site/saiyo/22039.html
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11 受験についての問い合わせ先 

   宮津市総務部総務課職員係（本館３階） 

   〒626-8501 宮津市字柳縄手 345 番地の 1   直通番号 (0772)45-1603 

代表番号 (0772)22-2121 内線 231･232 

 

【参 考】 

地方公務員法第１６条（抄） 

○  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

○  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

○  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す

る政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 


